
 

令和８年５月号掲載 

 

男女共同参画社会をつくる 

 

第６次男女共同参画基本計画が策定されました 

 

内閣府男女共同参画局推進課 

男女共同参画社会基本法（平成 11年法律第 78号）に基づき、施策の総合的かつ計画

的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画として、第

６次男女共同参画基本計画（以下「６次計画」という。）が令和８年３月 13 日閣議決定

されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．６次計画策定の経緯・ポイント 

 

 

 

 

令和６年 12月 13日、内閣総理大臣から男女共同参画会議に対し、６次計画策定に

当たっての「基本的な考え方」について、諮問がなされました。 

同諮問に対して、男女共同参画会議は、会議の下に置かれた第６次基本計画策定専

門調査会等において検討を行うとともに、広く国民から意見を求めるため、公聴会や

パブリックコメントを行いました。これらの意見も踏まえて調査審議を進め、令和８

年３月に、「第６次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方」を答申し

ました。 

この答申を踏まえ、政府は、令和８年３月 13 日に６次計画を閣議決定しました。

ポイントは、以下のとおりです。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

２．６次計画の構成 

 

 

 

 

６次計画は、「第１部 基本的な方針」と「第 2部 政策編」で構成しています。 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．「第２部 政策編」について 

「第２部 政策編」では、Ⅰ・Ⅱの政策領域の下に重点的に取り組む 12の個

別分野を設け、これら 12分野及びⅢについて、それぞれ令和 17年度末まで

の「基本認識」並びに令和 12年度末までを見通した「施策の基本的方向」及

び「具体的な取組」を定めるとともに、「具体的な取組」の実施により達成を

目指す「成果目標」等を設定しています。 

以下では、第２部の概要をご紹介します。 

 

Ⅰ 男女共同参画の推進による多様な幸せ（well-being）の実現 

 

 第１分野 
ライフステージに応じて全ての人が希望する働き方を選

択できる社会の実現 

近年、若い世代が希望するライフコースは変わり、若い世代の男性は家事・

育児に対する意欲が他の世代よりも相対的に高く、育児休業について制度と

給付の両面からの対応の強化等が行われる中、男性の育児休業取得率（民間

企業）は４割を超え、上昇傾向にあります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ライフコースの希望の推移 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 男性の育児休業取得率の推移 

 

しかし、男性片働き世帯が多い時代に形成された、長時間労働や転勤等

を当然視する労働慣行や固定的な性別役割分担意識を背景に、依然として

家事・育児・介護等の多くを女性が担っている実態があり、その結果、女性

が働く場において活躍することが困難となる場合が多くなっています。 

また、介護については、今後も家族の介護をしながら就業する者、いわゆ

る「ワーキングケアラー」が増加しており、今後更なる増加が見込まれま

す。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 家族の介護をしている者の推移（男女、就業状況別） 

 

こうした状況を踏まえ、女性も男性も働くことを希望する全ての人が、

仕事と子育て・介護・社会活動等を含む生活との両立のしづらさを感じる

ことなく働き続けられるよう、共働き・共育ての実現に向けた仕事と育児

の両立支援や男女双方の意識改革・理解促進、仕事と介護の両立支援制度

を利用しやすい雇用環境の整備等について記載しています。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６次計画の本文は、 

こちらをご覧ください。 

 

 

 

 

https://www.gender.go.jp/about_ 

danjo/basic_plans/6th/index.html 
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内閣府男女共同参画局 共同参画５月号一部転載 

今号では、第１分野を取りあげました。以降、第２分野から第１２分野

については、2026年 5月号「共同参画」Number１９９をご覧ください。 

https://www.gender.go.jp/about_

